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資料２



実施庁目標とは

1

「中央省庁等改革基本法」第16条第6項第2号に基づき、主に政策の実施機能を担う組織として、

平成13年1月の省庁再編時に、7省庁に9実施庁が設置された。現在は、4省5実施庁となっている。

現行の実施庁 ：法務省（公安調査庁）、財務省（国税庁）、経済産業省（特許庁）、国土交通省（気象庁、海上保安庁）

廃止された実施庁：防衛庁（防衛施設庁）、総務省（郵政事業庁）、厚生労働省（社会保険庁）、国土交通省（海難審判庁）

実施庁

中央省庁等改革基本法に基づき、各年度に特許庁が達成すべき目標を経済産業大臣が設定し、

特許庁長官に通知する。（※今回は、令和３年度目標の設定にあたり、御意見を伺う。）

実施庁目標の策定

特許庁が達成すべき目標に対する実績を経済産業大臣が評価し、特許庁長官に通知する。

（※今回は、平成３１年度目標に対する実績の評価にあたり、御意見を伺う。）

実施庁目標に対する実績の評価



（参考）出願件数の推移
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（参考）FA・TP期間の推移
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審査期間
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項目 平成３１年度目標 平成３１年度評価
（案） 令和２年度目標 令和３年度目標

（案）

特許

一次審査通知までの期間 ９～１１月 ９．５月 ９～１１月 ９～１１月
早期審査

一次審査通知までの期間 ３月以下 ２．５月 ３月以下 ３月以下

スーパー早期審査
一次審査通知までの期間 １月以下 ０．９月 １月以下 １月以下

権利化までの期間 １４～１６月 １４．３月 １４～１６月 １４～１６月

意匠

一次審査通知までの期間 ５～７月 ６．０月 ５～７月 ５～７月

早期審査
一次審査通知までの期間 ３月以下 １．８月 ３月以下 ３月以下

権利化までの期間 ６～８月 ６．８月 ６～８月 ６～８月

商標

一次審査通知までの期間 ７～９月 ９．９月【未達】*1 ９～１１月 ８～１０月*２

早期審査
一次審査通知までの期間 ３月以下 ３月以下 ３月以下 ３月以下

ファストトラック審査対象とな
る出願の割合 ４０％以上 ４０％以上

ファストトラック審査の
一次審査通知までの期間 ６月以下 ６月以下

権利化までの期間 ８～１０月 １０．９月【未達】*1 １０～１２月 ９～１１月*２

*１ 商標の出願件数増加に伴い、平成31年度の審査期間（FA・TP）は目標未達。
*２ 商標の出願件数増加に伴い、令和２年度の審査期間目標（FA・TP）を２ヶ月延長したが、更なる審査効率化努力に取り組み、審査期間を短縮す

べく、令和３年度目標を１ヶ月ずつ短縮。



審査の質
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項目 平成３１年度目標 平成３１年度評価
（案） 令和２年度目標 令和３年度目標

（案）

特許

コミュニケーションに関する
ユーザーの評価*１

上位評価割合
６０％以上 ７１．３％ 上位評価割合

６０％以上
上位評価割合
６０％以上

地方への出張面接審査
及びテレビ面接審査 １，０００件以上 １，０３３件

出願人の求めに応じた面
接の実施

原則、100％
面接を実施

原則、100％
面接を実施

意匠

コミュニケーションに関する
ユーザーの評価*１

上位評価割合
７０％以上 ７２．７％ 上位評価割合

７０％以上
上位評価割合
７０％以上

出願人の求めに応じた面
接の実施 ８０件以上 ８８件

出願人の求めに応じた面
接の実施

原則、100％
面接を実施

原則、100％
面接を実施

商標

コミュニケーションに関する
ユーザーの評価*１

上位評価割合
６０％以上 ６９．６％ 上位評価割合

６０％以上
上位評価割合
６０％以上

制度に不慣れな個人・
中小企業・地方自治体へ
のコンシェルジュサービス

１，０００件以上 １，０１３件

出願人の求めに応じた面
接の実施

原則、100％
面接を実施

原則、100％
面接を実施

*１ 主たる出願人に対し、アンケートを送付。「５：満足」、「４：比較的満足」、「３：普通」、「２：比較的不満」、「１：不満」のうち、上位２段階である
「５：満足」及び「４：比較的満足」を集計。



審判
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項目 平成３１年度目標 平成３１年度評価
（案） 令和２年度目標 令和３年度目標

（案）

拒絶査定
不服審判

特許 １０～１２月 １０．４月 １０～１２月 １０～１２月

意匠 ４～６月 ４．８月 ４～６月 ４～６月

商標 ５～７月 ６．３月 ７～９月 ５～７月*１

拒絶査定
不服審判
早期審理

特許
意匠
商標

２～４月 ２．５月 ２～４月 ２～４月

無効審判
特許
意匠
商標

８～１０月 ９．２月 ８～１０月 ７～９月*２

異議申立て
特許 ８～１０月 ７．１月 ８～１０月 ７～９月*２

商標 ５～７月 ６．１月 ５～７月 ５～７月

*１ 商標出願増加に伴い、拒絶査定不服審判の増加を見込み、令和２年度目標を２か月延長したが、足下の実績を踏まえ、令和３年度目標を短縮。
*２ 足下の実績を踏まえ、目標を１ヶ月短縮。



出願・登録等
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項目 平成３１年度目標 平成３１年度評価
（案） 令和２年度目標 令和３年度目標

（案）

電子出願システム
停電や大規模災害等が
発生した場合も含め、

２４時間３６５日受付*１
達成

停電や大規模災害等が
発生した場合も含め、

２４時間３６５日受付*１

２４時間３６５日受付*2

方式審査期間 全て即日*3 達成 全て即日*3 全て即日*3

登録
設定登録 全件１０日以内*4 達成 全件３日以内*4 全件３日以内*4

移転登録 全件１０日以内*3 達成 全件１０日以内*3 全件１０日以内*3

公報
特許 ３～４週間*5 達成 ３～４週間*5 ３～４週間*5

意匠・商標 ３～４週間*5 達成 ３～４週間*5 ３～４週間*5

出願、登録等に関する
問合せへの対応

電話：原則即時
（折り返し対応の場合は即日）
メール：原則2営業日以内

達成
電話：原則即時

（折り返し対応の場合は即日）
メール：原則2営業日以内

電話：原則即時
（折り返し対応の場合は即日）
メール：原則2営業日以内

*１ メンテナンス時間及びバックアップセンターへの切替時間を除く。
*２ メンテナンス時間及び停電や大規模災害等が発生した場合を除く。 （※バックアップセンター廃止に伴う目標変更）
*３ 手続に不備がある場合は除く。
*４ 書面による場合及び手続きに不備がある場合を除く。
*５ 年末年始及びゴールデンウィークを挟む場合並びに編成対象のデータにエラーがある場合を除く。



中小企業支援及びグローバル化への対応
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項目 平成３１年度目標 平成３１年度評価
（案） 令和２年度目標 令和３年度目標

（案）

中小企業
支援

全国の知財総合支援窓口等にお
ける相談件数 ９５，０００件以上 １０７，０６７件 １０５，０００件以上 １０５，０００件以上

知財総合支援窓口を通じた弁理
士、弁護士等の専門人材による支

援件数
１５，０００件以上 １６，８９８件

全国の知財総合支援窓口と
よろず支援拠点との連携件数 １，５００件以上 ２，６１５件 ２，５００件以上

全国の知財総合支援窓口と
関係機関との連携件数 ９，０００件以上*4

知財に着目した融資等を行う
金融機関数 *1 累計５０機関以上 ７３機関 累計７５機関以上 累計８５機関以上*5

新規に特許等の出願を行う
中小企業数 １４，０００社以上 １４，０８３社 １４，０００社以上 １４，０００社以上

地域未来牽引企業等に
知財戦略構築のための

ハンズオン支援を行う件数*2
２５０件以上 ２５０件以上

グローバル化
への対応

特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）の
一次審査通知期間*3 ３月以下 ２．３月 ３月以下 ３月以下

新興国等の知財関係者を
対象とした研修 ３６０人以上 ３７６人 ３０カ国・機関以上 ４０カ国・機関以上

２９０人以上

*1 特許庁の知財ビジネス評価書作成支援を活用して、融資を行う金融機関数（公表分）。
*2 地域未来牽引企業等のターゲット企業にプッシュ型で訪問し、専門家や他の支援機関等のリソースも活用しつつ、当該企業における知財戦略の策定支援等

の伴走型支援を行う。
*3 他庁で特許可能と判断されて申請された案件の、我が国における一次審査通知期間。
*4 よろず支援機関以外の中小企業支援団体との連携を強化するため、目標変更。
*5 足下の実績を踏まえて目標変更。
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